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都市計画道路の整備状況

○都市計画決定された幹線街路のうち、約５１％が改良済みで、現　
　在までの事業ペースでは完成までに６０年以上を要する。

都市計画道路のうち、幹線街路（自動車専用道路や区画道路を除いた道路で、歩道付きの２車線
以上の道路）の整備は、国道事業、地方道事業、街路事業、土地区画整理事業、市街地再開発事
業によって推進。

■　都市計画道路のうち幹線街路の整備状況の推移

45.4

51.050.049.248.848.1
46.0 47.446.9

44.844.243.142.341.140.139.538.637.837.136.135.334.433.532.732.031.330.430.328.627.2

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

昭
和
４
６
年

昭
和
４
７
年

昭
和
４
８
年

昭
和
４
９
年

昭
和
５
０
年

昭
和
５
１
年

昭
和
５
２
年

昭
和
５
３
年

昭
和
５
４
年

昭
和
５
５
年

昭
和
５
６
年

昭
和
５
７
年

昭
和
５
８
年

昭
和
５
９
年

昭
和
６
０
年

昭
和
６
１
年

昭
和
６
２
年

昭
和
６
３
年

平
成
元
年

平
成
２
年

平
成
３
年

平
成
４
年

平
成
５
年

平
成
６
年

平
成
７
年

平
成
８
年

平
成
９
年

平
成
１
０
年

平
成
１
１
年

平
成
１
２
年

幹
線
街
路
計
画
延
長
・
改
良
済
延
長

幹線街路改良延長 幹線街路計画延長

改良率（％）

（ｋｍ）

1



モータリゼーションの進展と市街地の拡大
○モータリゼーションの進展と市街地の拡大が相乗的に進むことに
　対応して、都市計画道路及び市街地整備を実施。

○このような整備は、新市街地を中心に実施されてきたため、既成
　市街地での整備が遅れる反面、市街地の拡大を助長。

　　　　■　人口集中地区（ＤＩＤ）の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　都市計画道路の整備と市街地整備の状況（仙台市）
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面的整備事業による市街地の拡大
○これまでの土地区画整理事業は、良好な宅地供給のため新市街地
　を中心に実施。

○市街地再開発事業によって、既成市街地の基盤整備、土地利用の
　高度化が進められるが、実施地区は限定的。

○土地区画整理事業や市街地再開発事業など面的整備事業に対して、
　道路財源により支援を実施。

土地区画整理事業の平成１２年度までの着工面積
は、全国で約３９万ｈａ。これは全国の市街地（人口
集中地区：ＤＩＤ）の約１／３に相当。

市街地再開発事業は、平成１３年度までに全国７６
０地区で事業実施。地区内の容積率が約６倍（８７％
→５２１％）に上昇し、土地の高度利用が実現。
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■　土地区画整理事業及び市街地再開発事業による市街地の整備
　（金沢市の例）

　－平成１３年末までに事業中を含め１９３地区約３，７００ｈａ（市街
　　化区域面積の約４４％）の土地区画整理事業を実施　　　　　　　
　－中心市街地では、１１地区で市街地再開発事業を実施



都市計画道路の整備の遅れ
○都市計画道路は、市街地形状や交通条件などに応じて合理的なネッ
　トワークを構成するように計画。

○市街地の拡大に伴い、整備が必要な事業量が急激に膨張したのに
　対して、事業費が十分に確保できなったことから、圧倒的に整備が遅
　れた。このため、効率的・効果的な整備を行ってきてもなお、ミッシン
　グリンクが生じている。　

■　東京都の主要な幹線道路網の　
　整備状況（平成１２年末）

東京都下の都市計画道路の整備率は、平成１３年度末で約５３％全国平均よりも若干高い。このうち、主要
な幹線道路網の整備状況をみると、未整備の区間が散在しており、ネットワークとしての機能を十分に果た
せない状況にある。
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都市計画道路の見直し
○都市計画道路は、将来の都市全体の道路網として一体的に都市
　計画決定。都市によっては、戦前に遡ることもできる長期の計画。

○戦災復興期、新都市計画法施行前後（昭和４３年）や大規模な事　
　業の計画策定時などにおいて、道路網計画を見直しながら、計画・
　事業を進めてきたが、未着手のものも多い。
東京都区部では、都市計画決定後３０年以上経過しても未着手の都市計画道路は、約３３％（平成１２
年度末）を占める。この計画については、昭和３９～４１年及び昭和５６年に全面的な見直しを実施。

アンケートによると、「財政面で事業化が困難」、「既に市街地が形成されており、事業実施が困難」な
どが長期未着手の要因。

■　東京都区部の都市計画道路の状況（平成１３年３月）　　　　　　■　長期未着手の主な要因（都道府県・政令市へのアンケート）
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都市計画道路の整備方針（これまでの取り組み）

○平成８年度より、投資効果の早期発現を図るため、国が支援する
　事業箇所を絞り込み、箇所あたりの投資額を増額する事業の重点
　化を実施。

■　国庫補助事業箇所数の推移（平成７年度と平成１４年度の比較）　　　　　■　土地区画整理事業の施行箇所（含非補助地区）の推移

広域的・根幹的な道路網の形成や大規模プロジェクト関連などの事業に重点化するとと
もに、区画整理事業にあっては、既成市街地の整備を重視
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都市計画道路の整備方針（これまでの取り組み）

○道路拡幅を行う場合、地権者の残留や代替地などの要望に柔軟　
　に対応することによって、円滑な事業推進を模索

道路拡幅による狭小・不整形な宅地の発生や商店街等の改変を避けるため、土地区画整理手法や
市街地再開発事業を活用して、幹線街路沿道に相応しい市街地を形成

■　環状第２号線新橋・虎ノ門地区（東京都）の例

－立体道路制度を活用した市街地再開発事業によ
り、道路と建築物の共存を図りながら、環状第２号
線の新橋から虎ノ門までとその周辺の一部を含めた
都心機能再生のまちづくりを実施－

立面図

平面図
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都市計画道路整備と都市再生

○都市計画道路の整備の遅れは、土地の利用価値を下げ、高度有効
　利用の実現を阻害。

○道路渋滞は、快適な都市生活と円滑な経済活動を妨げ、都市の再
　生を阻害。

■　放射８号線（東京都文京区付近）の土地利用の変化

－道路拡幅によって、沿道の建物の
　平均階数が２階から４．７階に増。
　建物の共同化も進展－
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都市計画道路の整備方針（論点と対応案）

論点１：急激な都市化の進展が終息に向かいつつある現在、
　　　都市計画道路の整備は、どのように進めるべきか。

　対応案

都市計画道路及び市街地整備の重点を新市街地から既成市
街地にシフト。
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都市計画道路の整備方針（論点と対応案）

論点２：時間も費用もかかる既成市街地における都市計画道路の
　　　整備は、どのように進めるべきか。

１．都市計画道路のうち、自動車交通を円滑に流す機能を重視する道路を明ら
　かにした上で、重点的に整備。

２．自動車交通を円滑に流す道路については、路上駐停車をなくし、駐車場の
　出入り口や区画道路との小さな交差点を極力少なくして、通過できる交通量
　を拡大。同時に、交通条件を考慮した構造形式の導入や工事期間短縮を図っ
　た交差点立体化の促進、右左折レーン設置、信号処理等の柔軟な工夫等によっ
　て、交差点容量も拡大。

３．このような道路を実現するためには、当該道路上での駐停車等の制限とと
　もに、停車や荷捌きを処理し、駐車場の出入り口を設ける区画道路の整備が
　必要であり、沿道市街地の面的な整備や沿道利用も含めた長期的な取り組み
　などの新たな工夫が必要である。

４．また、民間都市開発の誘発や木造密集市街地の解消など都市再生に資する
　路線については、重点的に整備

　対応案
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都市計画道路の整備方針（論点と対応案）

論点３：既成市街地における市街地整備は、どのように進める
　　　べきか。

１．都市拠点の形成、中心市街地の活性化、密集市街地の解消な
　ど、既成市街地の再生に向けて増大する市街地整備については、
　これまでの行政の取り組みに加え、民間の有する都市整備のノ
　ウハウとマンパワーなどをより積極的に活用して対応。

２．大都市の都心地区等の開発ポテンシャルが高い地区において
　は、規制緩和を効果的に活用し、大規模な民間都市開発を推進。

３．木造密集市街地や地方都市の衰退した中心市街地等など相対
　的に開発ポテンシャルの低い地区については、民間の自主更新
　能力を活用しつつ、行政が主体的な役割を担い、市街地整備を
　推進。

　対応案
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都市計画道路の整備方針（論点と対応案）

論点４：都市計画道路のうち、重点投資の対象とならない
　　　路線や事業化の必要性が薄い路線については、早期
　　　見直しを行うべきか。

　対応案

今後の都市を取り巻く状況の変化や将来の都市像を踏まえ
て、早期に見直しを実施。
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